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従業員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての従業員がその能力を 

十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

記 

 

1.計画期間     2021 年 10 月 1 日～2023 年 9 月 30 日までの 2 年間 

2.内容 

 

 

 

 

 

 

  ＜対策＞ 

    ●  2021 年 10 月～ 社内諸制度の周知及び育児休業等を取得しやすい職場 

               環境作りのための情報発信を行う 

    ●  2021 年 10 月～ 各職場における休業者の業務カバ－体制の検討・実施 

 

 

 

 

  ＜対策＞ 

    ●  2021 年 10 月～従業員のニ－ズ把握、検討開始 

    ●  2021 年 10 月～制度導入・説明会による従業員への周知 

   

 

 

  ＜対策＞ 

    ●  2021 年 10 月～従業員のニ－ズ把握、検討開始 

    ●  2021 年 10 月～制度導入・説明会による従業員への周知 

 

目標 1：計画期間内に育児休業の取得率を次の水準以上にする。 

    男性従業員・・・育児休業、育児目的に年次休暇及び出産休暇の取得率を  

            ８０％以上にすること 

    女性従業員・・・育児休業の取得率を 100％にすること 

 

目標 2：計画期間内に子育て期、介護の必要がある親族がいる従業員には 

    所定外労働をさせないことを徹底する 

目標 3：小学校入学前までの子を持つ従業員の短時間勤務制度を導入する 


